
 

姶良市新学校給食センター整備アドバイザリー業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務目的 

本業務は、本市が令和９年９月から運営を予定している新学校給食センターを PFI 手

法により整備・運営するにあたり、実施方針の策定から事業者との契約の締結までに至

る一連の業務について、必要となる金融、法務及び技術面などの支援並びに調査・検討

並びに資料作成等の支援を行う。 

 

２ 事業の概要 

(１) 業務の名称 

姶良市新学校給食センター整備アドバイザリー業務委託 

(２) 業務の内容 

「姶良市新学校給食センター整備アドバイザリー業務委託仕様書」（以下「仕様書」

という。）による。 

(３) 契約の方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約 

(４) 履行期間 

契約締結の翌日から令和７年３月 31 日までとする。 

(５) 契約限度額 

32,714,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

なお、令和５年度の契約限度額は、8,184,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

とする。 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加するもの（以下「参加者」という。）は、参加表明書の提出時

点において、次の要件をすべて満たしていること。 

(１) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年７月

30 日法律第 117 号）（以下「PFI 法」という。）第５条の規定に基づく実施方針が公

表された事業で、平成 25 年４月１日以降に市町村が発注した学校給食の実施に必要

な共同調理場（以下「学校給食センター」という。）の整備に係るアドバイザリー業

務を元請として完了した実績を有すること。 

(２) 市の入札参加資格者名簿に登録されていること。 

(３) 姶良市建設工事等有資格者の指名停止に関する要領（平成 22 年訓令第 56 号）によ

る指名停止の措置を受けていないこと。 

(４) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 17条の規定に基づく更生手続き開始の申

立てがなされていない（更生手続き開始の決定を受けた者を除く。）こと。 

(５) 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第 21条の規定に基づく再生手続き開始の申



 

立てがなされていない（再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）こと。 

(６) 法人税、市県民税、消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 

※参加者は、所管税務署等が発行する納税証明書の原本を提出すること。 

(７) 姶良市暴力団排除条例（平成 24 年 12 月 28 日姶良市条例第 33号）に規定する暴力

団又は暴力団員でないこと。また、暴力団の威力の利用や暴力団に利益を供与する等

の当該条例に違反する行為がないこと。 

(８) 参加者は本業務に関して管理技術者及び担当技術者を配置すること。 

ア 管理技術者は、PFI 法第５条の規定に基づく実施方針が公表された事業で、平成

25 年４月１日以降に市町村が発注した公共施設等の整備等に係る PFI 手法による

アドバイザリー業務のうち、管理技術者として同種業務又は類似業務の実績を１件

以上有する者とする。 

イ 本業務遂行にあたり、必要と考える担当技術者を配置すること。 

(９) ２者以上の事業者で構成された共同企業体ではないこと。 

 

４ 民間事業者の業務受託の禁止 

本業務の受注者は、この契約の対象となる姶良市新学校給食センターの整備等につい

て、PFI 法第７条に基づく特定事業として選定された場合にあっては、同法第８条に定

める民間事業者の選定に応募又は参加しようとする民間事業者のコンサルタント等に

なることはできないものとする。 

 

５ 事務局 

〒899-5294 姶良市加治木町本町 253 番地 

姶良市役所 教育部 保健体育課 学校給食係 担当：坂元 

TEL 0995-62-2111（内線 231）FAX 0995-62-1552 

E-mail kyushoku@city.aira.lg.jp 

  



 

６ プロポーザル実施スケジュール 

実施内容 実施期間又は期日 

公告 令和５年 10 月 10 日 

参加表明書の提出期間 令和５年 10 月 10 日～令和５年 10月 18 日 

質問受付期間 令和５年 10 月 10 日～令和５年 10月 13 日 

質問回答日 令和５年 10 月 16 日 

企画提案提出要請書（参加資格審査

通知）の通知 
令和５年 10 月 20 日 

企画提案書等の提出期間 令和５年 10 月 20 日～令和５年 11月７日 

プレゼンテーション及び 

ヒアリングの実施 
令和５年 11 月 16 日 

特定結果の通知 令和５年 11 月 20 日 

契約 令和５年 11 月下旬 

 

７ 質問の受付及び回答 

質問の受付は、下記のとおりとする。 

(１) 提出期限 

令和５年 10 月 13 日（金）正午まで 

(２) 提出方法 

電子メールで事務局アドレスに送信する。その際は、電子メール送信後に事務局が

受信しているか、電話で確認すること。 

(３) 提出様式 

様式第５号「質問書」 

(４) 回答方法 

令和５年 10 月 16 日（月）の午後５時 15 分までに、市の公式ホームページ上に公

開することとし、個別の回答は行わない。 

(５) 注意事項 

 ア 表題を「姶良市新学校給食センター整備アドバイザリー業務委託に関する質問」

と明記すること。 

 イ 質問の内容を確認するために、本市から問い合わせる場合がある。 

 ウ 質問に対する回答は、実施要領等を補完するものとする。 

 

８ 参加表明に係る必要書類 

参加者は、下記により参加表明書等を提出すること。 

(１) 提出期限 

令和５年 10 月 18 日（水）正午まで（郵便の場合は、期限内必着とする。） 

※添付書類、追加書類等も併せて期限内に提出すること。 

 (２) 提出方法 

事務局へ持参（受付は、土・日曜日を除く午前８時 30 分から午後５時 15 分まで）



 

又は書留郵便にて提出すること。 

(３) 提出書類  

資料は全て市の公式ホームページからダウンロードすること。 

様式等 提出部数等 

様式第１号 参加表明書 
正本１部 

・Ａ４版フラットファイル（カラーは不問）

に綴り、提出すること。 

様式第２号 会社概要 

様式第３号 業務実績 

様式第４号 業務実施体制 

(４) 参加表明書類の記載に関する留意事項 

ア 様式規格は、Ａ４規格・縦のみとし、Ａ３規格の折り込みは不可とする。 

イ 使用する言語は日本語に限り、文字サイズは 11pt 以上とする。 

ウ 各種様式の記載は、次のとおりとする。 

(ア) 様式第１号 参加表明書 

必要事項を記載し、押印すること。 

(イ) 様式第２号 会社概要 

ａ 商号又は名称、本社所在地等を記載すること。 

ｂ 企業概要や実施業務分野が記載されたパンフレット等の資料があれば提出

すること。 

(ウ) 様式第３号 業務実績 

ａ 市町村が発注した学校給食センターの整備に係る PFI 手法によるアドバイ

ザリー業務の実績について記載すること。 

ｂ 業務実績は元請として受注したものを対象とする。 

ｃ 記載した業務実績について、実績証明書等（契約書の写し、テクリス登録の

写しなど）を提出すること。 

(エ) 様式第４号 業務実施体制 

本業務遂行にあたり必要と考える技術者の業務別配置計画等を記載すること。

配置予定の管理技術者の業務実績について、その業務に管理技術者として従事し

たことが確認できる資料（例えば、業務計画書の表紙及び業務に従事していたこ

とが確認できるページ）等の写しを提出すること。また、保有資格を確認できる

資料を提出すること。 

(５) 提出場所 

前記５に記載する場所 

(６) 参加資格の喪失 

参加資格審査通知後に、参加資格を満たした者が次のいずれかに該当する場合は、

本プロポーザルに参加することができない。 

ア 前記３の参加資格要件を満たさなくなったとき。 

イ 参加表明書等に虚偽の記載をしたとき。 

 



 

９ 参加資格審査及び企画提案提出要請（参加資格審査通知）の通知 

参加者から提出された参加表明書等の審査は事務局が行い、３の参加資格

要件を満たしている事業者に対して企画提案書の提出を求めるものとし、令

和５年10月20日（金）午後５時15分までに電子メールと文書で通知する。な

お、選定されなかった者からの非選定理由及びこれに関する事項についての

質問、説明請求及び意見等は受付けない。 

 

10 企画提案書等の提出 

企画提案の提出要請があった参加者（以下「企画提案者」という。）は、次のとおり

企画提案書を提出すること。 

(１) 提出期限 

令和５年 11 月７日（火） 正午まで（郵便の場合は、期限内必着とする。） 

(２) 提出方法 

提出期限までに持参又は書留郵便にて必着のこと。 

(３) 提出書類 

様式等 枚数 提出部数等 

様式第６号 企画提案書（表紙） １枚 ●正本１部 

様式第６号、①～③、様式第７

号の順でクリップ留め。 

●副本９部 

①～③の順で左側２か所ホッ

チキス留め。 

様式任意 

①企画提案書  

 
課題テーマ ２枚以内 

自由提案 ２枚以内 

②業務の実施方針 ２枚以内 

③業務フロー ２枚以内 

様式第７号 見積書 １枚 

(４) 企画提案書の記載に関する留意事項 

ア 様式規格は、Ａ４規格・縦とし、特定のテーマについての提案を以下の枚数以内

（表紙・目次は含まない。）で作成すること。※Ａ４片面を１枚と算定する。 

イ 文字サイズは、11pt 以上とする。 

ウ 図、絵、写真等の使用は可とする。 

エ Ａ３規格の折り込みは可とするが、枚数は２枚と計算すること。 

オ 企画提案書に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。 

カ 企画提案書、業務の実施方針及び業務フローには、企画提案者を特定できる名称

を表示してはならないこと。 

キ 企画提案として、次の課題テーマと自社の独自性、優位性及び自由提案について、

それぞれ２枚以内で、簡潔に記載すること。 

(ア) 課題テーマ 

ａ 本事業へ地元事業者の参入が促進される効果的な手法 

ｂ 総事業費の抑制を図りつつ、事業が成立するための適正な予定価格の設定手

法 



 

ｃ 最適な事業者を選定するための落札者決定基準の考え方 

 (イ) 自社の独自性、優位性及び自由提案 

実際に手がけた業務を参考に自由提案 

(５) 「業務の実施方針」、「業務フロー」の記載に関する留意事項 

ア 業務の実施方針は業務への取組体制、担当チームの特徴、特に重視する業務上の

配慮事項等（課題テーマの内容は除く。）を簡潔に記載すること。 

イ 業務フローは、業務の流れと業務を進める上での検討手法や留意事項等について

記載すること。 

ウ 文字サイズは特に問わない。ただし、様式規格及び枚数の考え方については、企

画提案書と同様とする。 

(６) 見積書 

見積金額については、仕様書及び企画提案書に記載されたすべての業務の見積金額

（消費税抜き）を様式第７号に記載すること。また、任意様式による見積内訳書を別

途作成し、添付すること。 

 

11 プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

企画提案書提出後、企画提案に係るプレゼンテーション及びヒアリング（以下「プレ

ゼン等」という。）を公開で実施する。なお、プレゼン等に出席しない場合は、採点を

行わない。 

(１) 開催日  

令和５年 11 月 16 日（木）※詳細な時間帯は別途通知する。 

(２) 場所 

加治木総合支所 南庁舎２階多目的ホール 

(３) 時間構成 

発表時間 40 分（プレゼンテーション 20分以内、ヒアリング 20分以内） 

(４) 留意事項 

ア プレゼン等には、管理技術者の出席を必須とし、出席者は４人以内（管理技術者

とパソコン操作員を含む。）とする。 

イ プレゼン等に出席する者は、企画提案者を特定できる表示をしてはならない。 

ウ パワーポイント等の画像の投影については、その内容が企画提案書に合致し、提

案内容の理解を助けるものである場合に限り使用を認める。なお、プロジェクター、

スクリーン及び HDMI ケーブルは用意するが、その他の機器は各自で用意すること。 

エ プレゼン等の順番は、企画提案書の受付順により決定し、別途通知する。 

 

12 企画提案審査・通知 

(１) 審査 

審査は姶良市新学校給食センター整備に係るアドバイザリー業務委託事業者選定

委員会により実施し、提出された企画提案書の内容及びプレゼン等の説明、質疑応答

の内容を総合的に判断し、最優秀者１者及び次順位１者を特定する。なお、評価の結



 

果、点数が同点の場合は、「課題テーマ」の点数の優劣により特定する。 

(２) 審査結果通知 

全ての企画提案者に対して、電子メールと文書で通知する。 

(３) 企画提案における審査項目と配点割合は下表のとおりとする。 

審査項目 審査事項 
配点

割合 

業務実績 実績のある管理技術者の配置 10％ 

企画提案 
課題テーマ 

本事業へ地元事業者の参入が促進される

効果的な手法 
15％ 

総事業費の抑制を図りつつ、事業が成立す

るための適正な予定価格の設定手法 
10％ 

最適な事業者を選定するための落札者決

定基準の考え方 
10％ 

自社の独自性、優位性及び自由提案 ５％ 

実施方針 
取組体制 業務の実施体制と担当チームの特徴 15％ 

配慮事項 特に重視する業務上の配慮事項 ５％ 

業務フロー 工程計画・検討手法の妥当性 20％ 

プレゼン等 担当チームの取組意欲など ５％ 

見積額 見積額を評価 ５％ 

(４) 質問等 

審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求及び意見等は受付けない。 

 

13 契約に関する手続き等 

(１) 契約の交渉 

市は最優秀者を当該業務委託の優先交渉権者とし、業務委託契約額及び支払い条

件等の交渉を行う。なお、最優秀者が、参加表明書の提出から契約締結までの期間

において、参加資格を喪失するなどの事由が発生した場合は、次順位者と委託契約

等の交渉を行うものとする。 

(２) 契約の締結 

当該業務委託に係る契約方式は随意契約とし、２の(５)の契約限度額の範囲内で、

様式第７号により提出された参考見積価格の金額に消費税を加算した額を上限とし

て締結する。なお、契約保証金は、姶良市契約規則第 36 条の規定に該当する場合

は、免除する。 

 

14 その他 

(１) 本要領等に定める条件等に同意の上、参加すること。 

(２) 企画提案書等の作成経費や旅費等の必要経費は、企画提案者の負担とする。 

(３) 提出された書類の差替えは認めない。 

(４) 提出された企画提案書等は返却しない。 



 

(５) 市は最優秀者の書類（１部）を保存、記録し、図録等により公表する権利を有する

ものとし、公表の際の使用料等は無償とする。 

(６) 参加表明書提出以降に辞退する場合は辞退届け（様式第８号）を提出すること。 


